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   八王子市組織条例の一部を改正する条例 

 八王子市組織条例（昭和４３年八王子市条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

 
改 正 後 改 正 前 

 （設置）  （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定に基づき、市

長の権限に属する事務を分掌させるため、

八王子市に次の部を置く。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定に基づき、市

長の権限に属する事務を分掌させるため、

八王子市に次の部を置く。 

 都市戦略部  都市戦略部 

 総合経営部  総合経営部 

  行財政改革部 

 市民活動推進部  市民活動推進部 

 総務部  総務部 

 契約資産部  財務部 

 財政部  税務部 

 生活安全部  生活安全部 

 市民部  市民部 

 福祉部  福祉部 

 医療保険部  医療保険部 

 健康部  健康部 

 子ども家庭部  子ども家庭部 

 産業振興部  産業振興部 

 環境部  環境部 

 資源循環部  資源循環部 

 水循環部  水循環部 

 都市計画部  都市計画部 

 拠点整備部  拠点整備部 

 まちなみ整備部  まちなみ整備部 



 道路交通部  道路交通部 

  

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第２条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 第２条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 

 都市戦略部 （略）  都市戦略部 （略） 

 総合経営部  総合経営部 

  ⑴～⑷ （略）   ⑴～⑷ （略） 

  ⑸ 職員定数に関すること。  

  ⑹ 行財政改革に関すること。  

  行財政改革部 

   ⑴ 行財政改革に関すること。 

   ⑵ 情報化に関すること。 

   ⑶ 職員定数に関すること。 

 市民活動推進部・総務部 （略）  市民活動推進部・総務部 （略） 

 契約資産部  財務部 

   ⑴ 予算に関すること。 

  ⑴ 財産（債権を除く。）に関するこ

と。 

  ⑵ 契約、財産その他の財務に関するこ

と。 

  ⑵ （略）   ⑶ （略） 

  ⑶ 契約及び検査に関すること。  

  

 財政部  税務部 

  ⑴ 予算に関すること。  

  ⑵ （略）   ⑴ （略） 

 生活安全部～健康部 （略）  生活安全部～健康部 （略） 

 子ども家庭部  子ども家庭部 

  ⑴ （略）   ⑴ （略） 

  ⑵ 児童青少年の健全育成及び若者の支

援に関すること。 

  ⑵ 児童青少年の健全育成に関すること。 

 産業振興部～道路交通部 （略）  産業振興部～道路交通部 （略） 

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、市規則で定める日から施行する。 

 （八王子市行財政改革推進審議会条例の一部改正） 

２ 八王子市行財政改革推進審議会条例（平成７年八王子市条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （庶務）  （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総合経営部におい

て処理する。 

第６条 審議会の庶務は、行財政改革部にお

いて処理する。 

  

  
 


